
○我が国において原子力を利用するに当たり、原子力規

制委員会は、常に世界最高水準の安全を目指すべく、

原子力に対する確かな規制を行っています。

○原子力規制を着実に行うためには、原子力規制委員会

職員のみならず、広く原子力安全・原子力規制に必要

な知見を有する人材を育成・確保することは重要な課

題であります。

○このため、国内の大学等と連携し、原子力規制に関わ

る人材を、効果的・効率的・戦略的に育成することを目

的とした人材育成事業を推進します。
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○安全、安全保障、保障措置（Safety,Security,Safeguards）に係る原子
力規制委員会が定めた規制基準等に十分な知見を持ち、施設の設計や
管理に当たりそれらの知見を着実に適用できる人材を育成するための、
教育研究プログラム。

○国内で実施されている原子力規制に対して、最新の国際的な知見を反
映できるよう、国際的な仕組みや国際標準の検討に参画しつつ、それを取
り入れるための教育研究プログラム

○東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた、中長期的な
廃炉技術、地域の除染手法、環境モニタリングなど、原子力規制の観点を
十分に取り入れた技術とするために必要な知見に関する教育研究プログ
ラム

○原子炉のみならず多様な放射線利用に対応した人間・環境と放射線の
関わり、放射線防護などに関する知識・実践に係る教育研究プログラム
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